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道路
道路施設（橋梁、トンネル、大型の構造物（横断歩道橋、門型標識、シェッド 等）
等）

河川・ダム・砂防・海岸
河川（ダム・堰・水門・堤防等）、砂防関係施設、海岸保全施設（水管理・国土保
全局所管）

水道 水道施設（管路施設、浄水施設　等）

下水道 下水道施設

港湾・海岸
港湾の施設（水域施設、外郭施設、係留施設、臨港交通施設、荷さばき施設、
旅客乗降用固定施設、保管施設、船舶役務用施設、廃棄物埋立護岸、海浜、
緑地、広場、移動式旅客乗降用施設）、海岸保全施設（港湾局所管）

空港土木施設（滑走路、着陸帯、誘導路、エプロン、排水施設、共同溝、地下
道、橋梁、場周・保安道路、のり面、擁壁、護岸、道路・駐車場　等）

航空保安施設

空港機能施設（航空旅客の取扱施設）

鉄道（線路、停車場、電気設備、運転保安設備）

軌道（軌道、線路建造物、電力設備、保安設備、通信設備）

索道（索道線路等、停留場、原動設備、握索装置等、保安設備）

自動車道
橋、トンネル、大型の構造物（門型標識等）（道路運送法第２条第８項に規定さ
れた自動車道のみに関するもの）
（参考）自動車道の例：　白糸ハイランドウェイ、南富士エバーグリーンライン　等

航路標識 航路標識（灯台、灯標、立標、浮標、無線方位信号所　等）

公園 都市公園等（都市公園、特定地区公園（カントリーパーク））

公営住宅

公社賃貸住宅

UR賃貸住宅

官公庁施設 官公庁施設のうち庁舎

情報通信関係施設 電気通信事業者及び放送事業者が役務の提供ために所有する施設及び設備

郵便局施設 郵便局の施設及び設備

文教施設等

公立学校施設（専修学校・各種学校含む。）、私立学校施設（専修学校・各種学
校含む。）、国立大学法人施設（専修学校含む。）、大学共同利用機関法人、国
立高等専門学校機構、地方公共団体が設置する公立社会教育施設（公民館、
図書館、博物館、青少年教育施設、女性教育施設、体育施設、劇場、音楽堂
等、生涯学習センター）等全般、国立特別支援教育総合研究所、国立青少年教
育振興機構、国立女性教育会館、国立科学博物館、国立美術館、国立文化財
機構、教職員支援機構、科学技術振興機構（日本科学未来館）、日本スポーツ
振興センター、日本芸術文化振興会、日本学生支援機構、独立行政法人が設
置する研究開発に必要な施設で、多くの研究者が利用するもの
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分野 対象施設
担当省

庁

医療
病院（独立行政法人国立病院機構、国立高度専門医療研究センター、独立行
政法人労働者健康安全機構及び独立行政法人地域医療機能推進機構が開設
する施設、公的医療機関）

福祉
社会福祉施設等（独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園及
び都道府県・市町村等が設置する公立の入所・通所施設（保護施設、老人福祉
施設、障害者支援施設、女性自立支援施設 等））

雇用

独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構が設置する施設（職業能力開
発短期大学校、職業能力開発大学校、職業能力開発促進センター、職業能力
開発総合大学校、障害者職業総合センター、地域障害者職業センター）※借受
施設を除く

年金 年金事務所

農業農村
農業水利施設（ダム、頭首工、水路、用排水機場、ため池 等）、農道、農業集落
排水施設、地すべり防止施設、海岸保全施設 等

林野
治山施設（保安施設事業に係る施設、地すべり防止施設 等）、林道（橋梁、トン
ネル等）、海岸防災林、保健保安林 等

水産基盤等
漁港施設（外郭施設、係留施設、水域施設、輸送施設 等）、漁場の施設、漁業
集落環境施設、海岸保全施設 等

電力 発電、変電、送電、配電及び受電に係る電気設備（原子力に係るものを除く）

ガス ガス工作物、高圧ガス関連施設、石油コンビナート関連施設

廃棄物処理 一般廃棄物処理施設、産業廃棄物処理施設、浄化槽

自然公園等
国立公園事業施設（国又は地方自治体が執行）、国定公園事業施設（地方自治
体が執行）、国民公園施設

自衛隊施設 防衛省が管理する施設
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